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１【提出理由】

2022年６月24日開催の当行第210期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

　2022年６月24日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が

2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款を変更する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）13名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、長谷川吉茂、三浦新一郎、佐藤英司、小屋寛、藤山豊、

長谷川泉、駒込勉、菅友和、小松俊幸、五百川満、笹浩行、井上弓子、原田啓太郎の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、垂石卓朗、五味康昌、尾原儀助、松田純一、押野正德の各氏を選任する。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案
定款一部変更の件

231,438 329 0 (注)１ 可決 96.50

第２号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く）13名選任の件

   

(注)２

  

　長谷川　吉茂
　三浦　新一郎
　佐藤　英司
　小屋　　寛
　藤山　　豊
　長谷川　泉
　駒込　　勉
　菅　　友和
　小松　俊幸
　五百川　満
　笹　　浩行
　井上　弓子
　原田　啓太郎

175,701
199,804
203,903
203,904
203,905
203,790
230,667
230,666
230,668
230,668
230,667
206,622
230,381

56,122
32,020
27,921
27,920
27,919
28,034
1,157
1,158
1,156
1,156
1,157
25,202
1,443

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

73.26
83.31
85.02
85.02
85.02
84.98
96.18
96.18
96.18
96.18
96.18
86.16
96.06

第３号議案
監査等委員である取
締役５名選任の件

   

 
（注)２

  

　垂石　卓朗
　五味　康昌
　尾原　儀助
　松田　純一
　押野　正德

229,300
177,284
192,263
205,446
208,888

2,475
54,490
39,511
26,328
22,886

0
0
0
0
0

可決
可決
可決
可決
可決

95.61
73.92
80.17
85.67
87.10

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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